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外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の充実について（抜粋）

１．外国人材の円滑かつ適正な受入れの促進

（１）特定技能外国人の大都市圏その他特定地域への集中防止策等

○ 分野横断的な対応策の実施

特定技能外国人が、大都市圏等の特定の地域に集中して就労することを

防止するため、分野横断的に、以下の措置を講ずる。

・外国人受入環境整備交付金による地方への支援

・地方で就労することのメリット（生活費の水準等）の周知

・都道府県単位での「地域協議会」等の立ち上げ【新規】

・制度所管省庁等と連携した相談員に対する体系的な研修の実施

・人手不足状況や特定技能外国人の受入れ状況等の情報把握・分析

・在留資格変更手続等における何らかの優遇措置の可能性についての検

討【新規】

あわせて、外国人の受入れ・定着に積極的に取り組む地方公共団体とハロ

ーワークが連携し、在留資格「特定技能」で就労を希望する国内外の外国人

が、外国人雇用の経験に乏しい中小企業に円滑・適正に就職・定着できるよ

うモデル的な取組について検討する。【新規】〔法務省、厚生労働省〕

２．共生社会実現のための受入れ環境整備

（１）地方公共団体等への支援

○ 外国人共生センター（仮称）の設置【新規】

「外国人の受入れ環境の整備に関する業務の基本方針について」（平成 30

年７月 24 日閣議決定）において、関係府省が連携を強化し、地方公共団体

とも協力しつつ、外国人の受入れ環境の整備を効果的・効率的に進めること

とされたことを受け、留学生の受入れ促進・就職、高度外国人材の受入れ促

進、外国人材・家族の人権擁護、法律トラブル、査証相談、労働基準・労働

安全衛生等、地方を含む外国人の雇用促進等に対する支援等の施策を一括し

て実施することにより、効果的・効率的な支援を可能とするため、各機関の

関係部門を集約させた外国人共生に関する拠点（外国人共生センター（仮称））

を設置する。あわせて、外国人共生センターは、相互交流事業を行う独立行

政法人国際交流基金や、独立行政法人国際観光振興機構と連携を図る。〔法

務省、外務省、厚生労働省、経済産業省〕

（６）適正な労働環境等の確保

○ 適正な労働条件・雇用管理確保のための外国人労働者雇用管理セミナー

等の開催

労働基準監督署において、事業主に対する労働関係法令の遵守に向けた
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周知等を行うとともに、ハローワークにおいて、雇用管理改善に向けた相

談・指導等の充実を図り、外国人の職場定着を支援する。

また、外国人集住地域、技能実習生や特定技能労働者が多い地域等にお

いて、事業主等を対象とする「外国人労働者雇用管理セミナー」等を重点

的に開催し、地域企業における適正な労働条件及び雇用管理の確保等を図

る。〔厚生労働省〕《関連施策番号 82》

○ 雇用管理に役立つ多言語辞書の作成【新規】

労働条件等に関する事業主と外国人労働者の意思疎通を支援し、トラブ

ルの発生予防に資するよう、労働契約等で使用頻度の高い単語を多言語で

示す雇用管理に役立つ多言語辞書を作成し、中小事業主等や外国人の利用

に供することで、適正な労働環境等の確保を図る。〔厚生労働省〕

○ ハローワークにおける職業相談の多言語対応の更なる充実

多言語コンタクトセンターの対応言語について、３か国語を新たに追加

し 14 か国語とすることで機能強化を図る。

また、通訳員を配置しているハローワークについて、各地域の実情を踏

まえ、対応言語の追加の検討を行うほか、多言語翻訳システムについて試

行的に導入しその効果を測定することにより、ハローワークにおける相談

体制等の更なる整備を図り、円滑な就職支援を実施する。〔厚生労働省〕

《関連施策番号 86》

○ 定住外国人施策の推進

定住外国人向け職業訓練コースの好事例の収集（①教科書の作り方の工

夫、②補講等の実施、③定住外国人職業訓練コーディネーターの活用事例、

④その他効果的な連携方策等）及びその周知等をはじめとした施策の充実を

図ることで、日本語能力に配慮した職業訓練の実施を希望する地方公共団体

を支援する。〔厚生労働省〕《関連施策番号 89》

３．在留管理の強化等

（４）留学生等の国内就職等の促進

○ ハローワークの「外国人雇用サービスセンター」や「留学生コーナー」を

地域の拠点とした、留学生と求人企業のマッチング機会の充実

留学生の国内就職の促進に向けて、ハローワークの「外国人雇用サービス

センター」や「留学生コーナー」を地域の拠点として、留学生と求人企業の

マッチング機会の充実を図るため、企業説明会や就職ガイダンス等の充実、

地方企業や自治体と連携した合同就職説明会の開催、留学生向け求人の掘り

起こし等に取り組む。〔厚生労働省〕《関連施策番号 76》

（７）偽変造在留カード対策
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○ 外国人雇用状況届出情報における在留カード番号の活用

外国人雇用状況届出事項として在留カード番号を追加し、同番号を含め

た外国人雇用状況届出情報を法務省及び厚生労働省間で情報共有する。こ

れによって、法務省においては、同情報と同省の有する情報との確実な突

合を行うことを可能とし、偽変造在留カードを雇用主に提示して就労して

いる疑いのある者等を特定して、当該者に対する、より一層適切な入管法

違反に係る調査や、在留資格取消手続を行っていく。〔法務省､厚生労働

省〕《関連施策番号 120》

（10）在留管理基盤の強化

○ 外国人雇用状況届出事項への在留カード番号の追加

外国人雇用状況届出事項への在留カード番号の追加について、厚生労働

省において、令和元年度中に必要な省令を改正し、在留カード番号の追加を

行う予定であり、法務省と厚生労働省は、在留カード番号を追加した外国人

雇用状況届出情報を活用して、正確な外国人の就労状況の把握、偽装滞在者

等を特定しての効率的な摘発を可能とする。

また、法務省と厚生労働省は、法務省が保有する外国人に関する情報と外

国人雇用状況届出情報が突合できない事案や、外国人雇用届出の未届が疑わ

れる事案等の迅速な把握により、より一層適切な雇用管理、在留管理を図る

ため、外国人雇用状況届出情報や法務省が保有する外国人に関する情報をオ

ンラインで連携する検討を進める。〔法務省、厚生労働省〕《関連施策番号116》
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